
 平素は、紀北信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 当金庫では、普通預金(総合口座を含みます)通帳などに、ご記帳されていないお

取引の明細が一定件数(８０件)を超えた場合、ご入金・ご出金それぞれの合計件数

合計金額にまとめて記帳しております。 

 これまで、まとめて記帳された明細の内訳は、通帳未記帳分として「通帳未記入

取引照合表」によりご通知しておりましたが、「環境資源(紙)削減」や「通帳記帳

を行っているお客さまとの均質なサービス提供」の観点から、2021年9月より、送

付を終了いたします。 

 送付終了後も、通帳未記帳のお取扱いが80件を超えた場合は、引き続きお取引明

細を合計件数・合計金額にまとめて記帳を行います。 

 つきましては、お取引内容をご確認いただくためにも、定期的にご記帳いただき

ますようお願い申し上げます。 

 なお、まとめて記帳となった期間のお取引明細表の発行は、ご本人確認書類（運

転免許証・健康保険証など）、通帳をお持ちのうえ、お取引店に申し出ください。 

 また、通帳アプリのご利用、個人・法人インターネットバンキングのご契約によ

り、パソコンやスマートフォンでお取引明細を確認することもできますので、是非

この機会にご利用のご検討を重ねて申し上げます。 

 お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げま

す。 
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